
平成２１年度における専門分科会・審査部会の審議状況について 

 
(1)  身体障害者福祉専門分科会及び審査部会 

 

① 設置根拠 

専門分科会：社会福祉法第１１条第１項（法に基づく義務設置） 
審査部会：社会福祉法施行令第３条第１項（政令に基づく義務設置） 

② 設置目的（内容） 

身体障害者の福祉に関する事項を調査審議する。 
審査部会においては、身体障害者福祉法第１５条及び同法施行令第３条の規定に基づ

く医師の指定審査、並びに、同法施行令第５条の規定に基づく身体障害者の障害程度の

審査等を行う。 
③ 平成 21 年度における開催状況 

専門分科会については、諮問事項等がなかったため開催されていない。 

審査部会については、21 年度は 1回開催されている。（21年度６回開催予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  民生委員審査専門分科会 

21年度開催実績なし。（21年度 1回開催予定） 
 

(3)  児童福祉専門分科会及び審査部会（里親審査部会及び児童措置審査部会） 
 ア 里親審査部会 
    21年度開催実績なし。（21年度 2回開催予定） 
  イ 児童措置審査部会 
    21年度開催実績なし。（21年度 5回開催予定） 
  

(4)  ２１世紀あいち福祉ビジョン専門分科会 
21年度開催実績なし。（21年度 2回開催予定） 

資料５ 
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H21.5.20 41 41 0 0 17 17 0 54 14 5 35 0 1 0 1 113

計 1 回 41 41 0 0 17 17 0 54 14 5 35 0 1 0 1 113

 


